
〇

〇

編 集・印 刷
独立行政法人国立印刷局

告

示

目

次

令和年月日 水曜日 第号官 報



〔
告

示
〕

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
六
一
）

〇
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い

等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
規
定
に
よ
る

承
認
を
し
た
件
（
同
六
二
、
六
三
）

〇
大
気
汚
染
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
材
整
備
計
画

の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
政
府
と
の

間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
外
務
一
〇
四
）

〇
ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共
和
国
政
府

に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共
和
国
政
府

と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
同
一
〇
五
）

〇
デ
ジ
タ
ル
教
材
制
作
推
進
計
画
の
た
め
の

贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
エ
ル
サ
ル

バ
ド
ル
共
和
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交

換
に
関
す
る
件
（
同
一
〇
六
）

〇
人
材
育
成
奨
学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
共

和
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す

る
件
（
同
一
〇
七
）

〇
円
借
款
の
支
出
期
間
の
延
長
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
イ
ラ
ク
共
和
国
政
府
と
の
間

の
口
上
書
の
交
換
に
関
す
る
件

（
同
一
〇
八
）

〇
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る

命
令
を
す
る
等
の
件（
農
林
水
産
四
五
三
）

〇
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る

命
令
を
す
る
等
の
件
（
同
四
五
四
）

〇
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
三
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
特
別
伐
倒
駆
除
を
命
令

す
る
等
の
件
（
同
四
五
五
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
一
八
九
）

〇
土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

定
を
し
た
件
（
同
一
九
〇
）

〇
国
際
会
議
観
光
都
市
の
認
定
に
関
す
る
公

示
（
観
光
庁
二
）

〇
海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
実
施
す
る
件

（
防
衛
四
七
〜
五
〇
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
茨
城
県
公
安
委
一
八
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
岐
阜
県
公
安
委
四
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
愛
知
県
公
安
委
七
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
三
重
県
公
安
委
四
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
滋
賀
県
公
安
委
二
八
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
京
都
府
公
安
委
三
八
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
大
阪
府
公
安
委
三
一
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
兵
庫
県
公
安
委
五
〇
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁公

示
送
達
、
財
団
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
破
産
、免
責
、

再
生
関
係

会
社
そ
の
他





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報





令和年月日 水曜日 第号官 報



令和年月日 水曜日 第号官 報 



令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報





令和年月日 水曜日 第号官 報 



国
会
事
項

人
事
異
動

公

告

令和年月日 水曜日 第号官 報

衆

議

院

質
問
書
提
出

三
月
十
七
日
議
員
か
ら
提
出
し
た
質
問
主
意
書
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

日
本
学
術
会
議
法
案
と
安
全
保
障
技
術
研
究
推
進
制
度

と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
島
田
洋
一
提
出
）

大
韓
民
国
に
お
け
る
口
蹄
疫
の
発
生
に
対
す
る
我
が
国

の
防
疫
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
福
田
玄
提
出
）

ト
ル
コ
国
籍
者
へ
の
査
証
免
除
措
置
に
関
す
る
再
質
問

主
意
書
（
松
原
仁
提
出
）

政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
の
削
減
に
関
す
る
質
問
主

意
書
（
松
原
仁
提
出
）

畜
産
動
物
の
ア
ニ
マ
ル
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
に
関
す
る
質
問

主
意
書
（
松
原
仁
提
出
）

参

議

院

議
案
受
領
（
予
備
審
査
）

三
月
十
七
日
衆
議
院
か
ら
次
の
議
案
が
送
付
さ
れ
た
。

地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整

備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
東
日
本
大
震
災
復

興
・
防
災
・
災
害
対
策
に
関
す
る
特
別
委
員
長
提
出
）

（
衆
第
一
五
号
）

半
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
国
土
交
通

委
員
長
提
出
）（
衆
第
一
六
号
）

内

閣

特
命
全
権
大
使

倉
光

秀
彰

同

山
本

条
太

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る
（
三
月
十
四
日
）

〇
外
務
大
臣
臨
時
代
理
解
職

国
務
大
臣

林

芳
正

外
務
大
臣
岩
屋
毅
帰
朝
に
つ
き
内
閣
法
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
臨
時
に
外
務
大
臣
の
職
務
を
行
う
国
務
大
臣
と
し
て

の
指
定
を
解
く
（
三
月
十
五
日
）

（
東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
・
東
京
地

方
裁
判
所
判
事
補
）
簡
易
裁
判
所

判
事
兼
判
事
補

狹
間

巨
勝

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る
（
三
月
十
六
日
）

諸

事

項

議
事
日
程

三
月
十
八
日
の
議
事
日
程
は
次
の
と
お
り
。

議
事
日
程

第
八
号

令
和
七
年
三
月
十
八
日
（
火
曜
日
）

午
後
一
時
開
議

第
一

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
内
閣
提
出
）

第
二

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
内
閣
提
出
）

第
三

地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策

緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
東
日
本

大
震
災
復
興
・
防
災
・
災
害
対
策
に
関
す
る
特
別
委

員
長
提
出
）

第
四

半
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
国

土
交
通
委
員
長
提
出
）





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

工 場 財 団

山口県下関市長府扇町10番52号長府バイオパ
ワー合同会社の工場財団に山口県下関市長府扇町
３番４長府バイオマス発電所の機械、器具等を追
加する変更登記申請に係る動産につき権利を有す
る者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日か
ら32日以内に権利を申し出て下さい。
令和７年３月 19 日

山口地方法務局下関支局

大阪市中央区平野町四丁目１番２号日向バイオ
マス発電株式会社の工場財団に宮崎県日向市大字
日知屋字玉田16454番14日向バイオマス発電所の
機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産
につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分
債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下
さい。
令和７年３月 19 日

宮崎地方法務局延岡支局

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告



令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告

失 踪 宣 告

公 示 催 告






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

破産手続終結及び免責許可決定






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

書面による計算報告

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生計
画取消

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可






令和年月日 水曜日 第号官 報

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
二
月
三
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
四
月
二
十
五
日

掲
載
頁

六
十
四
頁
（
号
外
第
一
〇
三
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
十
九
日

掲
載
頁

一
六
九
頁
（
号
外
第
二
九
四
号
）

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
二
番
七
〇
号

（
甲
）
ロ
シ
ュ
・
ダ
イ
ア
グ
ノ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス

株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ

小
笠
原

信

東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
二
番
三
号
Ｍ
Ｒ
Ｃ
ビ

ル
六
階

（
乙
）
ル
ミ
ラ
・
ダ
イ
ア
グ
ノ
ス
テ
ィ
ク
ス
・

ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

啓
介

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
七
日

掲
載
頁

二
七
五
頁
（
号
外
第
四
十
六
号
）

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
二
〇
番
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｗ
ｅ
Ａ
ｇ
ｒ
ｉ

代
表
取
締
役

永
守

秀
章

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
二
〇
番
二
号

（
乙
）
合
同
会
社
ア
セ
ア
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
・
ア

グ
リ
ゲ
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

代
表
社
員

株
式
会
社
Ｗ
ｅ
Ａ
ｇ
ｒ
ｉ

職
務
執
行
者

岩
藤

健
二

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
浜
町
一
丁
目
一
二
番
六
号

リ
バ
ー
ノ
ー
ト

（
甲
）
合
同
会
社
ス
カ
イ
エ
ス
ツ

代
表
社
員

満
仲

敦

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
二
七
番
八
号
セ
ン
ト

ラ
ル
ビ
ル
七
〇
三
号

（
乙
）
合
同
会
社
ベ
ス
ツ

代
表
社
員

満
仲

敦

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。効

力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
で
あ
り
、
甲

は
会
社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
会
社
法
第
七
八
四

条
第
一
項
に
基
づ
き
、
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
経
ず
に

合
併
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式

を
所
有
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新

株
式
の
発
行
及
び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ

ん
。こ

の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日

掲
載
頁

一
〇
八
頁
（
号
外
第
一
二
六
号
）

令
和
七
年
三
月
十
九
日

滋
賀
県
彦
根
市
西
今
町
一
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
平
和
堂

代
表
取
締
役

平
松

正
嗣

岐
阜
県
大
垣
市
高
屋
町
一
丁
目
五
六
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
ヤ
ナ
ゲ
ン

代
表
取
締
役

遠
藤

正
行

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
メ
デ
ィ
ベ
ー
ス

事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
四
月
二
十
三
日

掲
載
頁

五
十
六
頁
（
号
外
第
一
〇
一
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
日

掲
載
頁

一
二
〇
頁
（
号
外
第
四
十
七
号
）

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
桜
丘
町
二
六
番
一
号

（
甲
）
Ｇ
Ｍ
Ｏ
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森

輝
幸

大
阪
市
北
区
梅
田
二
丁
目
二
番
二
号
ヒ
ル
ト
ン
プ

ラ
ザ
ウ
ェ
ス
ト
オ
フ
ィ
ス
タ
ワ
ー
一
九
階

（
乙
）
株
式
会
社
メ
デ
ィ
ベ
ー
ス

代
表
取
締
役

山
路

規
矢

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
そ
の
フ
ル
ー
ク
・

ジ
ャ
パ
ン
部
門
の
運
営
に
関
す
る
事
業
に
係
る
権
利
義
務

を
乙
に
承
継
さ
せ
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
四
月
三
十
日

掲
載
頁

一
三
三
頁
（
号
外
第
一
〇
六
号
）

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
番
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
テ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
＆
フ
ル
ー
ク

代
表
取
締
役

瀬
賀

幸
一

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
番
二
号

（
乙
）
Ｔ
Ｇ
Ａ

Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ

Ｊ
ａ
ｐ

ａ
ｎ
合
同
会
社

代
表
社
員

フ
ル
ー
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・

ビ
ー
ヴ
ィ
ー

職
務
執
行
者

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
マ
ル

ホ
ー
ル

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
そ
の
フ
ル
ー
ク
・

ジ
ャ
パ
ン
部
門
の
運
営
に
関
す
る
事
業
に
係
る
権
利
義
務

を
乙
に
承
継
さ
せ
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
吸
収
分
割
の
効
力
発
生
は
、
甲

及
び
株
式
会
社
テ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
＆
フ
ル
ー
ク
の
フ
ル
ー

ク
・
ジ
ャ
パ
ン
部
門
の
運
営
に
関
す
る
事
業
に
係
る
吸
収

分
割
の
効
力
が
生
じ
た
こ
と
を
停
止
条
件
と
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、乙
は
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
番
二
号

（
甲
）
Ｔ
Ｇ
Ａ

Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ

Ｊ
ａ
ｐ

ａ
ｎ
合
同
会
社

代
表
社
員

フ
ル
ー
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・

ビ
ー
ヴ
ィ
ー

職
務
執
行
者

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
マ
ル

ホ
ー
ル

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
番
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
フ
ル
ー
ク
・
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

眞
木

到

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
遊
技
場
（
所
在

東
京
都
大
田
区
東
蒲
田
一
丁
目
一
番
六
号
並
木
ビ
ル
一
階

屋
号
イ
レ
ブ
ン
梅
屋
敷
店
）
経
営
事
業
に
関
す
る
権
利

義
務
及
び
資
産
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

下
野
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
二
日

掲
載
頁

七
頁

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
二
日

掲
載
頁

九
十
五
頁
（
号
外
第
四
十
九
号
）

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
五
番
一
二
号
日
本

橋
Ｍ
Ｍ
ビ
ル
八
階

（
甲
）
株
式
会
社
エ
ス
エ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

代
表
取
締
役

金

淳
次

東
京
都
大
田
区
東
蒲
田
一
丁
目
一
番
六
号

（
乙
）
株
式
会
社
イ
レ
ブ
ン

代
表
取
締
役

岩
本

勝

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

埼
玉
県
戸
田
市
新
曽
二
一
四
二
番
シ
ャ
ル
ム
北
戸

田
Ⅱ
三
〇
五
号

合
同
会
社
Ｖ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｙ

代
表
社
員

菊
池

健





令和年月日 水曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
港
区
芝
三
丁
目
二
番
一
一
号

合
同
会
社
Ｙ
ｏ
ｕ
ｒ

Ｃ
ａ
ｍ
ｐ
ａ
ｎ
ｙ

代
表
社
員

厚
地

陵
佑

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
港
区
三
田
三
丁
目
九
番
一
一
号
Ｒ
ａ
ｎ
ｄ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｗ
Ａ
Ｙ
五
一
〇

区
画Ｂ

Ａ
Ｚ

Ｂ
Ｉ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｃ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

合
同
会
社

代
表
社
員

バ
ズ
バ
イ
オ
メ
デ
ィ
ッ
ク
株
式

会
社職

務
執
行
者

鈴
木

麻
里

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
港
区
海
岸
三
丁
目
七

一
八
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ｏ

Ｂ
一
一
〇
一

Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ｉ
Ｓ
合
同
会
社

代
表
社
員

竹
本

隼

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
旅
っ
起
ー
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町
三
丁
目
二
八
番

地
一
タ
ウ
ン
コ
ー
ト
岩
塚
一
Ｃ
号
室

合
同
会
社
旅
っ
起
ー

代
表
社
員

鈴
木

努

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
十
五
日
で
あ
り
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ヒ
ロ
ク
シ
ス
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

大
阪
市
北
区
豊
崎
三
丁
目
一
八
番
三
号
ザ
・
フ
ァ

イ
ン
タ
ワ
ー
梅
田
豊
崎
三
一
〇
七
号

合
同
会
社
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ

代
表
社
員

木
村

浩
崇

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
一
日
で
あ
り
組
織
変
更

後
の
商
号
は
イ
シ
ダ
機
工
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

山
口
県
山
陽
小
野
田
市
大
字
山
野
井
二
二
一
二
番

地
一

合
同
会
社
イ
シ
ダ
機
工

代
表
社
員

石
田

竜
実

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

徳
島
市
国
府
町
観
音
寺
五
八
七
番
地
一

合
資
会
社
平
野
商
事

代
表
社
員

平
野
敬
太
郎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
赤
坂
二

五

五
五

三

〇
二

合
同
会
社
A
M
O
O
N

代
表
社
員

石
原
麻
里
瑛

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

熊
本
市
西
区
春
日
二
丁
目
九
番
八

一
三
〇
八
号

合
同
会
社
ト
リ
プ
ル
ス
テ
ー
ジ

代
表
社
員

若
井

佑
馬

効
力
発
生
日
変
更
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
日
予
定
の
組
織
変
更
の

効
力
発
生
日
を
令
和
七
年
四
月
十
八
日
に
変
更
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目
四
番
一
号

Ｏ
Ｐ
Ｉ
・
２
０
合
同
会
社

代
表
社
員

Ｏ
Ｐ
Ｉ
・
１
９
株
式
会
社

職
務
執
行
者

三
宅

誠
一

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
九
千
九
百
九
十
九
万
九
千

八
百
四
十
八
円
減
少
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
七
日

掲
載
頁

二
七
五
頁
（
号
外
第
四
十
六
号
）

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
二
〇
番
二
号

株
式
会
社
Ｗ
ｅ
Ａ
ｇ
ｒ
ｉ

代
表
取
締
役

永
守

秀
章

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
百
五
十
万
円
減
少
し
七
百

五
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

長
野
県
須
坂
市
大
字
須
坂
一
五
二
番
地

松
屋
有
限
会
社

代
表
取
締
役

牧

伸
一

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
二
億
一
千
八
百
九
十

八
万
四
千
二
百
十
五
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

神
戸
市
灘
区
大
石
北
町
七
番
二
〇
号

岸
田
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岸
田

秀
章

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
百
二
十
四
億
二
千
八
百

四
十
三
万
七
千
三
百
九
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

掲
載
頁

七
十
七
頁
（
号
外
第
一
二
〇
号
）

令
和
七
年
三
月
十
九
日

北
九
州
市
若
松
区
響
町
一
丁
目
九
四
番
地
四

株
式
会
社
響
灘
火
力
発
電
所

代
表
取
締
役

六
反
田
則
幸

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
八
千
二
万
五
千
円
、
資

本
準
備
金
の
額
を
一
億
九
千
四
百
九
十
七
万
五
千
円
減
少

し
、
そ
れ
ぞ
れ
二
千
万
円
、
五
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
八
号
株
式
会
社

赤
坂
国
際
会
計
内

株
式
会
社
カ
ネ
ヒ
ラ
Ｈ
Ｄ

代
表
取
締
役

西
野

貴
司

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
千
五
百
万
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
六
千
五
百
万
円
減
少
し
、そ
れ
ぞ
れ
二
千
万
円
、

〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

掲
載
頁

四
十
九
頁
（
号
外
第
二
十
号
）

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
三
番
一
号

株
式
会
社
ヒ
ト
タ
ス

代
表
取
締
役

鈴
木

輝

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

岩
手
県
和
賀
郡
西
和
賀
町
小
繋
沢
五
五
地
割
一
三

八
番
地

Ｙ
Ｕ
Ｄ
Ａ
ミ
ル
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

溝
渕

郁
夫





令和年月日 水曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
新
宿
区
左
門
町
一
一
番
地
一

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
上

拓
郎

信
託
会
社
及
び
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
者
の
解
散
の
公

告
当
社
は
、
令
和
六
年
十
二
月
十
一
日
会
社
法
第
四
七
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
解
散
い
た
し
ま
し
た
。

引
受
け
を
行
っ
た
信
託
関
係
の
処
理
の
方
法
に
つ
き
ま

し
て
は
、
現
在
、
当
社
に
引
き
受
け
を
行
っ
た
信
託
契
約

等
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
に
係
る

結
了
が
必
要
な
顧
客
取
引
及
び
返
還
を
必
要
と
す
る
顧
客

財
産
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
四
番
一
六
号

ラ
イ
ツ
信
託
株
式
会
社

杉
本

和
男

投
資
主
総
会
招
集
公
告

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
に
投
資
主
総
会
を
開
催
い
た

し
ま
す
。
規
約
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
従
い
、
令
和

七
年
二
月
二
十
八
日
の
最
終
の
投
資
主
名
簿
に
記
載
又
は

記
録
さ
れ
た
投
資
主
を
も
っ
て
、
当
該
投
資
主
総
会
に
お

い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
投
資
主
と
い
た

し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

大
阪
府
大
阪
市
北
区
中
之
島
二
丁
目
二
番
七
号

中
之
島
セ
ン
ト
ラ
ル
タ
ワ
ー

Ｊ
Ｒ
西
日
本
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
リ
ー
ト
投
資
法
人

執
行
役
員

前

久
司

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
二
千
七
百
万
五

千
百
九
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｃ
Ｆ
４
特
定
目
的
会
社

取
締
役

嶋
本

泰
治

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
億
九
千
九
百
七
十

万
三
千
五
百
四
十
四
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｃ
Ｆ
６
特
定
目
的
会
社

取
締
役

嶋
本

泰
治

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
二
千
九
百
四
十

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｃ
Ｆ
７
特
定
目
的
会
社

取
締
役

嶋
本

泰
治

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
二
千
百
八
十
五

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｃ
Ｆ
12
特
定
目
的
会
社

取
締
役

嶋
本

泰
治

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
五
千
四
十
一
万
四

千
二
百
二
十
八
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｃ
Ｆ
14
特
定
目
的
会
社

取
締
役

嶋
本

泰
治

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
五
千
八
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｃ
Ｆ
16
特
定
目
的
会
社

取
締
役

嶋
本

泰
治

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
六
千
四
百
七
十

二
万
八
千
五
百
七
十
四
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
三
月
十
九
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

エ
ム
ジ
ー
ジ
ェ
イ
ワ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

嶋
本

泰
治

債
権
申
出
の
催
告
（
第
三
回
）

当
社
規
約
型
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
に
確

定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
社
規
約
型
企
業
年

金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七

年
二
月
十
三
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。
右
期
間
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

兵
庫
県
揖
保
郡
太
子
町
福
地
七
四
五

一

株
式
会
社
平
福
電
機
製
作
所

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

米
田

和
也

訂
正
公
告

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日
掲
載
の
資
本
金
の
額
の
減
少

公
告
中
、「
資
本
金
の
額
を
二
千
二
百
万
円
減
少
し
三
千
四

百
万
円
と
す
る
」
と
あ
る
は
、「
資
本
金
の
額
を
八
百
万
円

減
少
し
四
千
八
百
万
円
と
す
る
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し

ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

福
井
県
福
井
市
渕
二
丁
目
一
四
〇
一
番
地

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
ド
リ
ー
ム

代
表
取
締
役

尹

泰
充

訂
正
公
告

令
和
七
年
二
月
二
十
七
日
掲
載
（
号
外
第
三
十
九
号
）

の
枠
公
告
新
設
分
割
に
係
る
「
株
式
会
社
会
社
Ⅴ
o
ｙ
ａ

ｇ
ｅ
」
と
あ
る
は
「
Ｖ
o
ｙ
ａ
ｇ
ｅ
株
式
会
社
」
の
誤
り

に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

扱

店

訂
正
公
告

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
（
号
外
第
三
十
六
号
）
掲
載

の
合
併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
甲
の
決
算
公

告
中
、（
う
ち
当
期
純
利
益
）「5

5
7

」
と
あ
る
は
「5

,5
7
3

」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
九
日

静
岡
市
駿
河
区
八
幡
三
丁
目
五
番
一
七
号

（
甲
）
株
式
会
社
イ
ン
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役

渡
辺

元
茂

静
岡
市
駿
河
区
八
幡
三
丁
目
五
番
一
七
号

（
乙
）
株
式
会
社
フ
ォ
ー
ユ
ー
２
９

代
表
取
締
役

渡
辺

元
茂


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